
　「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
」
と
は
、
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
費
用
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の

制
度
で
す
。

　
同
一
の
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保

険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
・
職
場
の

健
康
保
険
な
ど
）
の
世
帯
内
で
、
毎
年

８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１
年
間
に

支
払
っ
た
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
自
己
負
担
額
の
合
計
（
※
１
）
が
一

定
額
（
自
己
負
担
限
度
額
※
２
）
を
超

え
た
場
合
、
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
超
え
た
分
の
金
額
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

※ 

１
　「
高
額
療
養
費
」
お
よ
び
「
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
支
給

さ
れ
る
分
は
除
き
ま
す
。

※ 

２
　
自
己
負
担
限
度
額
は
、
世
帯
員

の
年
齢
や
所
得
な
ど
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。

■
申
請
の
方
法

○�

芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

　
12
月
下
旬
か
ら
１
月
中
旬
を
目
途
に
、

支
給
対
象
と
な
る
世
帯
（
平
成
26
年
８

月
１
日
か
ら
平
成
27
年
７
月
31
日
ま
で

の
間
に
、
ご
加
入
の
医
療
保
険
に
変
更

が
あ
っ
た
世
帯
を
除
く
）
に
対
し
て
、

申
請
関
係
書
類
を
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 
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高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

世
帯
の
負
担
を
軽
減
し
ま
す

国
保

年
金
学
生
納
付
特
例
制
度

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　
学
生
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
町
民
税
務
課
国
保

年
金
係
に
申
請
し
、
日
本
年
金
機
構
で
前
年
の
所
得
な
ど
を
審
査
・
承
認

を
受
け
る
と
、
承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
学
生

　
大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種
学

校
な
ど
に
在
学
す
る
20
歳
以
上
の
学
生

ま
た
は
生
徒
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が

１
１
８
万
円
以
下
の
方

■
必
要
な
も
の

　
年
金
手
帳
、
平
成
27
年
度
有
効
の

学
生
証
（
コ
ピ
ー
可
）、
在
学
証
明
書
、

印
鑑

　
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
！

①
結
果
通
知

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
承
認
（
ま
た
は

却
下
）
通
知
が
後
日
郵
送
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
納
付

書
が
送
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
申
請
は
毎
年
必
要
で
す

　
承
認
期
間
は
４
月
（
ま
た
は
20
歳
誕

生
月
）
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

③
学
生
で
な
く
な
っ
た
と
き

　
卒
業
後
な
ど
に
厚
生
年
金
・
共
済
組

合
に
加
入
す
る
予
定
の
な
い
方
で
、
引

き
続
き
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 
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は
、
若
年
者
納
付
猶
予
（
30
歳
未
満
の

方
に
限
る
）、
保
険
料
免
除
の
申
請
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
注
意
】

　
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期

間
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
け
る

た
め
の
期
間
に
参
入
さ
れ
て
未
納
期
間

と
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
将
来
老
齢

基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
の
期
間
に
は

参
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
の
計
算
に

は
入
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
保

険
料
を
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る「
追
納
」

を
お
勧
め
し
ま
す
。

定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
、
町
民
税
務
課

国
保
年
金
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○�

そ
の
他
の
医
療
保
険
（
職
場
の
健
康

保
険
な
ど
）
の
加
入
者

　
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
に
は
、

事
前
に
福
祉
保
健
課
介
護
保
険
係
（
☎

77
‐
３
９
１
４
）
に
て
介
護
保
険
分
の

「
自
己
負
担
額
証
明
書
」
の
交
付
を
受

け
、
こ
れ
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

【
注
意
】

　
平
成
26
年
８
月
１
日
か
ら
平
成
27
年

７
月
31
日
ま
で
の
間
に
ご
加
入
の
医
療

保
険
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
基
準

日
（
平
成
27
年
７
月
31
日
）
時
点
の
医

療
保
険
担
当
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
合
せ
先

○ 

芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

⇩
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係

○ 

そ
の
他
の
医
療
保
険
（
職
場
の
健
康

保
険
な
ど
）
の
加
入
者

⇩
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口
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芝
山
町
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ま
が
安
全
で
安
心
な
生
活
を
過
ご
せ
る
よ

う
、
防
災
防
犯
情
報
や
町
か
ら
の
お
知
ら
せ
を
メ
ー
ル
配
信
す
る
サ
ー
ビ

ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
。登
録
は
無
料
で
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

■
登
録
方
法

　
携
帯
電
話
お
よ
び
パ
ソ
コ
ン
か
ら
登

録
可
能
で
す
。
携
帯
電
話
の
場
合
は
左

記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
表
示
さ

れ
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ

い
。
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
れ
な
い
方

は
、
次
の
ア
ド
レ
ス
に
空
メ
ー
ル
を
送

信
し
て
く
だ
さ
い
。

✉t-shibayam
a@
sg-m

.jp

■
配
信
項
目
と
内
容

①  

防
災
防
犯
情
報
（
災
害
情
報
【
火
災

情
報
は
除
く
】、
避
難
情
報
、
気
象

情
報
、
不
審
者･

不
明
者
情
報
、
悪

質
商
法･

詐
欺
情
報
な
ど
）

② 

町
か
ら
の
お
知
ら
せ
（
町
政
に
関
す

る
情
報
、
そ
の
他
情
報
な
ど
）

※ 

配
信
項
目
は
、
登
録
時
に
選
択
可
能

で
す
。

総
務
課 

行
政
係 
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芝
山
町
情
報
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス

町
の
情
報
を
メ
ー
ル
で
お
届
け

情
報

資
産
地
籍
調
査
終
了
後
の
土
地
課
税

評
価
額
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
町
で
は
、
税
負
担
の
公
平
性
や
こ
の
原
則
に
基
づ
き
、
地
籍
調
査
が
終

了
し
、賦
課
期
日
（
１
月
１
日
）
ま
で
に
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
た
土
地
は
、

登
記
地
積
で
評
価
し
て
課
税
を
行
い
ま
す
。

　
土
地
に
つ
い
て
の
固
定
資
産
税
は
、

国
が
定
め
る
「
固
定
資
産
評
価
基
準
」

に
基
づ
き
、
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
て
い

る
地
積
（
登
記
地
積
）
に
よ
り
評
価
し

て
課
税
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
地
籍
調
査
に
よ
り
登

記
地
積
が
減
少
し
た
場
合
は
減
少
後
の

地
積
で
評
価
し
て
課
税
し
、
逆
に
増
加

し
た
場
合
は
増
加
後
の
地
積
で
評
価
し

て
課
税
す
る
こ
と
で
す
。

　
ま
た
、
土
地
の
分
筆
や
合
筆
、
地
目

変
更
が
あ
っ
た
場
合
も
登
記
簿
に
登
記

さ
れ
た
内
容
で
評
価
し
て
課
税
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
（
た
だ
し
、
地
目
に

つ
い
て
は
利
用
状
況
に
よ
っ
て
課
税
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
登
記
簿
と

異
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）。

　
そ
の
た
め
、
地
籍
調
査
が
終
了
し
、

登
記
簿
に
登
記
さ
れ
た
土
地
の
地
積
が

増
加
し
た
場
合
や
地
目
が
変
更
と
な
っ

た
場
合
な
ど
で
は
、
固
定
資
産
税
が
増

額
に
な
る
場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
注
意
】

　
地
籍
調
査
事
業
で
現
地
立
ち
会
い
な 町

民
税
務
課 

課
税
係 

☎
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３
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ど
が
終
了
し
て
い
て
も
、
新
し
い
面
積

や
地
目
な
ど
が
登
記
さ
れ
な
い
限
り
、

評
価
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

■
登
録
料
　
無
料

※ 

た
だ
し
、
メ
ー
ル
受
信
に
つ
い
て
の

通
信
料
は
利
用
者
負
担

■
ど
ん
な
と
き
メ
ー
ル
が
届
く
の
？

・
警
報
・
特
別
警
報
な
ど
（
気
象
情
報 

　
と
連
携
）
が
発
令
さ
れ
た
場
合
　

・
が
け
崩
れ
や
大
雨
に
よ
り
通
行
止
め

　
が
発
生
し
た
場
合

・
災
害
に
よ
り
、
避
難
指
示
な
ど
（
避

　 

難
所
開
設
も
含
む
）
が
発
令
さ
れ
た

場
合

・
町
内
に
不
審
者
情
報
が
通
報
さ
れ
た

　
場
合

・
町
か
ら
の
お
知
ら
せ
を
す
る
場
合
な

　
ど

　
右
記
の
よ
う
な
情
報
を
、
住
民
の
方

に
お
届
け
し
ま
す
。

　
火
災
情
報
に
つ
い
て
は
、
山
武
郡
市

広
域
行
政
組
合
消
防
本
部
が
配
信
す
る

『
災
害
配
信
メ
ー
ル
』
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

h
ttp
://w

w
w
.san
b
u
k
ou
ik
i-ch
ib
a.

jp/F
D
H
P
/m
atikom

i.htm
l

例１　地籍調査で地積が増えた場合

例２　地籍調査で地積が減った場合

⇨

⇨

地籍調査前

地籍調査前

地籍調査後（登記地積）

地籍調査後（登記地積）

４００㎡

４００㎡

６００㎡

課税地積　３００㎡

課税地積　６００㎡

３００㎡

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

11 2016. １月号

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ


